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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

 おでかけ乗車券・回数券をお持ちの方へ  

  内  平成28年3月以前に使用していて、
残高の残っている「おでかけ乗車券」
（磁気カード）や「おでかけ回数券」（紙
片）をお持ちの方は、「おでかけICカー
ド」に残高相当額を移行することがで
きます ※現金での払い戻しはできま
せん  持  残高のあるおでかけ乗車券・
回数券、さくらカード、おでかけIC
カード  申  ～来年3月末に区役所福祉
課または総合出張所へ
  （高齢福祉課　☎328-2963）

 浄化槽の清掃は年1回以上行いましょう  

浄化槽は使用するにつれて、槽内に
汚泥が堆積します。浄化槽の機能を維
持するには、清掃して汚泥を引き抜く
必要があります。浄化槽の清掃は、必
ず年に1回以上（全ばっ
気型は半年に1回以上）
は行いましょう。
詳しくは市ホーム
ページへ。
  （浄化対策課　☎328-2366）

 災害後の住宅修理トラブルにご注意  

夏から秋にかけて台風や豪雨が発
生しやすい季節になります。そこで、
瓦や雨どいの補修を事業者へ依頼す
る機会が増え、契約トラブルが発生す
ることが懸念されます。
【相談事例】
訪問してきたリフォーム業者に「自
然災害での屋根の損傷は保険金を
使って自己負担無しで修繕できる」と
勧誘された。ちょうど台風で屋根が傷
んでいたため、言われるままに屋根補
修工事を35万円で契約し、保険会社
に保険金を請求したが20万円しか支
払われなかった。
リフォーム業者に「自己負担が15
万円もかかるなら工事はできない」と
伝えたが、「契約済みのため工事費用
35万円を前払いするように」と請求
された。保険金を使って自己負担無し
でできると言われて契約したのに、納
得できない。
→トラブル防止のポイント
・工事の内容や工期、価格を事業者に
よく確認し、できれば複数の事業者
から見積もりを取りましょう。
・特に、検討する時間を与えずに契約
を急かす事業者には、注意しましょ
う。

・支払う前に、工事が契約どおり完了
していることを必ず確認しましょ
う。
消費者トラブルで困ったら、一人で
悩まず、迷わず市消費者センター（☎
353-2500 平日 午前9時～午後5時）
へ相談ください。
 （市消費者センター　☎353-2500）

 第32回　熊本アートパレード出品作品募集  

①テーマ『「ポスト投函サイズ」である
こと』
  内  審査員：明和電機（芸術ユニット） 
  申  作品を9月2日～13日（必着）に直
接または郵送で〒860-0845中央区
上通町2-3市現代美術館へ
②フリー部門
  内  審査員：市現代美術館学芸員  申  作
品を9月19日～20日に直接市現代美
術館へ
【①②共通】
  対  市内に住むか通勤・通学する方、ま
たは本市出身者。いずれも15歳以上
（中学生を除く）
募集作品の要項など
詳しくは、市現代美術
館ホームページへ。
  （市現代美術館　☎278-7500）

 美化協定締結団体を募集しています  

地域のボランティア清掃などを行
う団体と美化協定を締結しています。
協定を結び、継続的に美化活動を行う
団体には次のような支援を行ってい
ます。
・活動に必要な用具（ほうき・ごみ袋・
軍手・ちりとり）の提供。
・活動で発生した清掃ごみの回収。
・定期的な活動の実績があれば、市の

負担によるボランティア保険への
加入も可能。
美化協定の締結団体は随時募集し
ています。
詳しくは、ごみ減量推進課へ。
  （ごみ減量推進課　☎328-2365）

 みんなで道をきれいにしましょう 
  期  8月7日（金）  内  8月10日の「道の
日」を前に県内のさまざまな道を一斉
清掃します。皆さんも身近な道路で清
掃活動をしましょう。
詳しくは、道路ふれあい月間事務局

（☎382-1111）へ。
  （土木総務課　☎328-2475）

 NET119緊急通報システムに登録しませんか？  

  内  NET119は、聴覚や発話に障がい
のある方のための新しい緊急通報シ
ステムです。スマートフォン・携帯電
話のインターネット接続機能を利用
して、簡単な操作で素早く119番通報
することができます  持  申請書 ※消
防署等で配布中。市ホームページから
もダウンロード可。 
  申  直接消防局情報指
令課へ
詳しくは、市ホーム
ページへ。
 （消防局情報司令課　☎363-7137）

 市消防団員を募集しています  
消防団は、郷土愛護の精神のもと、

「自分たちの街は自分たちで守る」を
理念に、地域防災活動を行っています。
熊本地震の際もさまざまな分野で活
動し、地域住民の方からの信頼、期待
も大きなものとなっています。消防団
員は消防活動を行うことで各種手当
が支給され、万一、活動中に負傷した

 地籍調査にご協力ください 
地籍調査とは、国土調査法に基づき、土地の位置、境界、面積などを調査測量して土地に関する正確な基礎資料を整備し、土地所有者の皆さんの貴重な財産を
保護するためのものです。
今年度は、以下の調査区域を予定しています。ご協力をお願いします。

  （土木管理課　☎328-2468）

＜中央区＞
薬園町の一部、子飼本町の一部、妙体寺町の全
部、西子飼町の全部、東子飼町の全部、井川淵町
の全部、北千反畑町の全部、南千反畑町の一部
※道路・水路などとの官民境界線のみの調査

詳しくは、土木管理課（☎328-2468）へ。

＜北区＞
改寄町の一部、大鳥
居町の一部、明徳町
の一部、梶尾町の一
部
※土地一筆ごとの
　調査

詳しくは、土木管理課（☎328-2468）へ。

＜北区植木町＞
清水の一部　※土地一筆ごとの調査

詳しくは、北区役所内土木管理課（☎272-
6913）へ。
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セアカゴケグモにご注意ください
毒を持つ「セアカゴケグモ」が、市内でも確認されていま
す。見つけても素手では触らないようにし、市販の家庭用殺
虫剤を噴射するか靴で踏み潰して駆除してください。もし
咬まれたときは、速やかに医療機関を受診してください。
詳しくは、生活衛生課へ。
  （生活衛生課　☎364-3187）

特徴：
全体が黒色で背
中側に赤い模様
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